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(57)【要約】
　本発明は、飲用液体、特に温かい飲料を保持する二重
壁飲料容器であって、壁（１４）を有する内側コンテナ
（１２）であって、上記壁は液体を収容するキャビティ
（１６）を包囲する内側コンテナ（１２）を備え、外側
面（２２）を含むとともに長手方向軸（Ａ）を画定し、
当該飲料容器は、内側コンテナ（１２）を少なくとも部
分的に包囲する外側コンテナ（２６）も備え、外側コン
テナ（２６）に固定することができる接続片（３４）を
更に備え、接続片（３４）は、外側面（２２）と摩擦係
合して相互作用するように構成され、外側コンテナ（２
６）は内側コンテナ（１２）に着脱可能なかたちで接続
することができる、二重壁飲料容器に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲用液体、特に温かい飲料を貯蔵する二重壁飲料容器であって、
　壁（１４）を有する内側コンテナ（１２）であって、前記壁（１４）は、前記液体を保
持するキャビティ（１６）を包囲し、外側面（２２）を有し、長手方向軸（Ｌ）を画定す
る、内側コンテナ（１２）、
　前記内側コンテナ（１２）を少なくとも部分的に包囲する外側コンテナ（２６）、及び
　前記外側コンテナ（２６）に堅固に接続される接続片（３４）
を備え、
　前記接続片（３４）は、摩擦係合した嵌合によって前記外側面（２２）と相互作用する
ように構成され、前記外側コンテナ（２６）は前記内側コンテナ（１２）に着脱可能に接
続することができることを特徴とする、二重壁飲料容器。
【請求項２】
　飲用液体、特に温かい飲料を貯蔵する二重壁飲料容器であって、
　壁（１４）を有する内側コンテナ（１２）であって、前記壁（１４）は、前記液体を保
持するキャビティ（１６）を包囲し、長手方向軸（Ｌ）を画定する、内側コンテナ（１２
）、
　前記内側コンテナ（１２）を少なくとも部分的に包囲するとともに内側面（４６）を有
する外側コンテナ（２６）、及び
　前記内側コンテナ（１２）に堅固に接続される接続片（３４）
を備え、
　前記接続片（３４）は、摩擦係合した嵌合によって前記内側面（４６）と相互作用する
ように構成され、前記外側コンテナ（２６）は前記内側コンテナ（１２）に着脱可能に接
続することができることを特徴とする、二重壁飲料容器。
【請求項３】
　前記接続片（３４）は、前記外側コンテナ（２６）が前記内側コンテナ（１２）に接続
されると、前記外側面（２２）又は前記内側面（４６）に接触する１つ又は複数の可撓性
セクション（３８）を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の二重壁飲料容器
。
【請求項４】
　前記可撓性セクション（３８）は、径方向周囲リブ（４０）として構成されることを特
徴とする、請求項３に記載の二重壁飲料容器。
【請求項５】
　前記可撓性セクションはセグメント化されたリブとして構成されることを特徴とする、
請求項３に記載の二重壁飲料容器。
【請求項６】
　前記接続片（３４）は、可撓性プラスチック、特にエラストマから作られる又はこれを
含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の二重壁飲料容器。
【請求項７】
　前記外側コンテナ（２６）は、プラスチック、特に熱可塑性物質から作られる又はこれ
を含むことを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の二重壁飲料容器。
【請求項８】
　前記接続片（３４）は、前記外側コンテナ（２６）にわたって射出成形することによっ
て成形されることを特徴とする、請求項６又は７に記載の二重壁飲料容器。
【請求項９】
　前記外側コンテナ（２６）は、本質的に筒状の第１のコンテナセクション（２８）及び
本質的にディスク形状の第２のコンテナセクション（３０）を備えることを特徴とする、
請求項６又は７に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１０】
　前記第１のコンテナセクション（２８）及び前記第２のコンテナセクション（３０）は
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互いに溶接されることを特徴とする、請求項９に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１１】
　前記外側コンテナ（２６）は金属から作られる又はこれを含むことを特徴とする、請求
項１～５のいずれか一項に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１２】
　前記内側コンテナ（１２）は、ガラス、磁器、プラスチック又は金属から作られる又は
これを含むことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一項に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１３】
　前記接続片（３４）は、中間のスペース（４１）が前記内側コンテナ（１２）と前記外
側コンテナ（２６）との間に形成されるように構成されることを特徴とする、請求項１～
１２のいずれか一項に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１４】
　前記外側コンテナ（２６）は、その壁を通る穴（４４）を有することを特徴とする、請
求項１３に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１５】
　前記接続片（３４）は、前記外側コンテナ（２６）を挿入することができる凹部（３６
）を有することを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一項に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１６】
　前記内側コンテナ（１２）の前記壁（１４）は、前記飲用液体を満たすとともに注ぐた
めの開口（１８）を形成し、前記長手方向軸（Ｌ）に対して、異なる直径（Ｄ）を有する
２つ以上のセグメント（２４）を有し、第１のセグメント（２４１）は第１の直径（Ｄ１

）を有し、第２のセグメント（２４２）は、前記第１の直径（Ｄ１）よりも小さい第２の
直径（Ｄ２）を有し、前記第１のセグメント（２４１）は、前記開口（１８）に対して、
前記長手方向軸（Ｌ）に沿って、前記第２のセグメント（２４２）の前に配置され、前記
接続片（３４）は、前記第２のセグメント（２４２）において前記外側面（２２）と相互
作用することを特徴とする、請求項１～１５のいずれか一項に記載の二重壁飲料容器。
【請求項１７】
　前記壁（１４）は、前記開口（１８）に対して、前記長手方向軸（Ｌ）に沿って前記第
２のセグメント（２４２）を越えて配置される、第３の直径（Ｄ３）を有する第３のセグ
メント（２４３）を有し、前記第３の直径（Ｄ３）は、前記第２の直径（Ｄ２）よりも大
きく、前記第１の直径（Ｄ１）よりも小さいことを特徴とする、請求項１６に記載の二重
壁飲料容器。
【請求項１８】
　前記壁（１４）は、前記開口（１８）に対して、前記長手方向軸（Ｌ）に沿って前記第
２のセグメント（２４２）を越えて配置される、第３の直径（Ｄ３）を有する第３のセグ
メント（２４３）を有し、前記第３の直径（Ｄ３）は、前記第２の直径（Ｄ２）よりも小
さいことを特徴とする、請求項１６に記載の二重壁飲料容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲用液体、特に温かい飲料を貯蔵する二重壁飲料容器であって、壁を有する
内側コンテナであって、壁は、液体を保持するキャビティを包囲し、外側面を有し、長手
方向軸を画定する内側コンテナ、内側コンテナを少なくとも部分的に包囲する外側コンテ
ナ、及び、外側コンテナに堅固に接続される接続片を備える、二重壁飲料容器に関する。
本発明は、飲用液体、特に温かい飲料を貯蔵する二重壁飲料容器であって、壁を有する内
側コンテナであって、壁は、液体を保持するキャビティを包囲し、長手方向軸を画定する
内側コンテナ、内側コンテナを少なくとも部分的に包囲するとともに内側面を有する外側
コンテナ、及び、内側コンテナに堅固に接続される接続片を備える、二重壁飲料容器に更
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　二重壁飲料容器は、この場合、特に、飲料が、周囲の温度とは関係なく長時間にわたっ
て特定の温度に維持されるべきであるときに使用される。多くの場合に、ユーザは、飲料
が、周囲の温度とは反対の温度を有することを望む。夏には、ユーザは冷たい飲料を好み
、一方で、冬には温かい飲料を好む。断熱容器は、二重壁で構成されるが、これは特に、
例えばまさに特許文献１において示されている飲料コンテナのように、空気（不動の空気
が比較的良好な断熱材である）又は低い熱伝導率を有する異なる材料である断熱手段を挿
入する可能性があることを理由とするものである。特許文献２も、外側コンテナによって
囲まれる、ガラスコンテナを有する断熱容器を示している。特許文献３は、特にワインに
使用され、液体を冷たく保ち、したがってその芳香を失わないようにする、二重壁飲料コ
ンテナを開示している。特許文献４は、内側コンテナ及び同様に外側コンテナの双方が、
ガラスから作られ、確実な嵌合によって互いに直接的に接続される二重壁ガラスコンテナ
を示している。他の二重壁断熱容器及び／又は飲料容器が、特許文献５、特許文献６、特
許文献７、特許文献８、特許文献９及び特許文献１０に開示されている。
【０００３】
　断熱特性に密接に関連する二重壁飲料容器の一態様は、飲料容器のキャビティが、例え
ば淹れたてのコーヒーなどの非常に高温の飲料で満たされている場合においても、ユーザ
の皮膚をやけどさせるリスクを伴うことなく、飲料容器を使用することもできることであ
る。コーヒーを持ち歩く（「持ち帰り用のコーヒー」）人々のために、カフェ従業員によ
って多くの場合に使用される紙製の飲料カップの場合、特にユーザの手の皮膚をやけどさ
せることを防ぐために、例えば厚紙又はプラスチックで作られる保護リングを飲料カップ
の周りに置くことが知られている。持ち帰り用のコーヒーの飲料カップとは対照的に、磁
器から作られる飲料コンテナが好ましくはカフェ又はレストランにおいて使用され、これ
は、それらのコンテナが美的により良い見た目及び感触を有し、平皿及び他の皿により良
くマッチし、再使用可能であるためであり、これが、より良いライフサイクルアセスメン
トを有し、したがって、持ち帰り用のコーヒーの飲料カップよりも地球に優しい理由であ
る。磁器から作られる飲料容器は通常ハンドルを有し、それによって、淹れたてのコーヒ
ー又は何らかの他の温かい飲料が容器に注がれるときでさえも、やけどをするリスクが比
較的低い。しかし、例えばラテマキアート又はミルク（ホワイト）コーヒーである、通常
はガラスから作られる飲料容器に注がれる何らかのコーヒーの特質もある。ガラスから作
られる飲料容器には、比較的高い費用でしかハンドルを設けることができず、それによっ
て、ガラスから作られ、ラテマキアート又はミルクコーヒーに使用される飲料容器の圧倒
的な大部分は、ハンドルを有しないため、これらをカフェにおいて運ぶことは比較的難し
い。多くの場合、ハンドルのない飲料容器はソーサに置かれ、ソーサを用いて、ユーザは
、温かい液体を含む飲料容器をカウンタから座席まで運ぶことができる。これは、例えば
ユーザが階段を上り下りしなければならない場合、又は、ユーザがカフェ又はレストラン
において別の人にぶつかる場合に、飲料容器がソーサから落下するという大きいリスクを
生じる。落下した飲料コンテナに関連する問題に加えて、温かい液体は、ユーザ自身だけ
ではなく、近傍の他の人もやけどさせるという深刻なリスクも呈する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１０／００３２５９号
【特許文献２】独国特許第１４２９９５４号
【特許文献３】国際公開第１９９８／００４４７７号
【特許文献４】独国特許第１９６２５６９０号
【特許文献５】米国特許出願公開第２００９／００７８７１２号
【特許文献６】米国特許第３４０１８６２号
【特許文献７】仏国特許第２０９８６６２号
【特許文献８】国際公開第０２／０４９９２４号
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【特許文献９】独国特許第６９６２３３８２号
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００４／０００７５５３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、温かい液体が飲料容器に入っているときに依然として容
易かつ十分に把持することができる飲料容器を作り出すことである。飲料容器は、製造も
容易であり、互いに接続すること及び互いから分離することが容易であるべきであり、再
使用可能で魅力的な美的な見た目を有するべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、請求項１及び２に記載の二重壁飲料容器によって達成される。他の有利な
構成は、従属項の主題である。
　本発明によると、本発明による二重壁飲料容器の接続片が、外側面と摩擦係合した嵌合
によって相互作用し、外側コンテナを内側コンテナに着脱可能に接続することができるよ
うに構成される。代替的な構成では、接続片は、内側面と摩擦係合した嵌合によって相互
作用し、外側コンテナを内側コンテナに着脱可能に接続することができるように構成され
る。
【０００７】
　外側コンテナは、本質的に筒状の構成を有し、外側コンテナを内側コンテナに締結する
ために、内側コンテナを外側コンテナに挿入することができる少なくとも１つの開口を有
する。本発明によると、外側コンテナによって直接的にではなく、接続片を介して摩擦嵌
めが形成され、接続片は、外側コンテナと内側コンテナとの間の接続部が着脱可能である
ように構成される。外側コンテナを内側コンテナから選択的に分離することができるため
、外側コンテナと内側コンテナとの間に形成する凝縮水のリスクなく、２つのコンテナを
互いから別個に食器洗い機に入れ、それらを洗浄することが問題なく可能であり、凝縮水
は、視覚的に不都合な見た目につながり、レストラン産業における使用をより問題のある
ものにする。特に食器洗い機における洗浄時の凝縮水の形成は、例えば国際公開第１９９
８／００４４７７号において示されているガラスの場合に当てはまるに違いないが、接続
部が絶対的に漏れない場合のみに、二重壁飲料容器において確実に防止することができる
。内側コンテナが外側コンテナに着脱不可能に接続される他の二重壁容器が、米国特許出
願公開第２００３／００２９８７６号、独国特許第３５０６７７９号及び米国特許第２９
８１４３０号において示されている。絶対的に漏れず、ユーザによって任意に頻繁に取り
外すとともに再び閉じることができる接続部を形成することは技術的にほぼ不可能である
。したがって、本発明による接続部は外側コンテナと内側コンテナとの間で気密に封止さ
れる必要がないため、飲料容器の製造が簡略化される。さらに、内側コンテナは、取り扱
い中に損傷を受けた場合に、飲料容器全体を取り換える必要なく、新たなコンテナによっ
て問題なく取り換えることができる。本発明に従って、温かい飲用液体がキャビティ内に
満たされる場合であっても、やけどのリスクなく把持することもできるハンドルのない飲
料容器を提供することがさらに可能である。内側コンテナ上のハンドルの存在は、本発明
によると、外側コンテナを内側コンテナ上に接続するために必要でなく、また好ましくも
ない。製造上の理由から、外側コンテナにハンドルを設けることはより簡単であるが、こ
れは同様に好ましくなく、上記で述べた理由から必要でもない。
【０００８】
　摩擦嵌めは、接続片と内側コンテナの外側面との、又は、外側コンテナの内側面との接
触によって専ら生成される。確実な嵌合とは対照的に、外側コンテナを内側コンテナに接
続するには、内側コンテナ及び／又は外側コンテナの定まった形状は、必要とされない。
内側コンテナはしたがって、非常に容易に、例えば筒状の形状に形成することができ、そ
れによって、製造コストを低く保つことができる。軸方向への、接続片と内側コンテナと
の間で作用する保持力は、摩擦係数によって増大させることができる。これは、外側面若
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しくは内側面、及び／又は、外側面若しくは内側面に接触する接続片の表面を粗面化する
ことによって実現することができる。加えて、外側面又は内側面に対して垂直に作用する
法線力を、より強い変形によって、特に接続片のより強い圧縮によって増大させることが
でき、これは同様に、増大した保持力につながる。圧縮がより強いほど、外側コンテナは
内側コンテナにより堅固に締結される。圧縮は、本質的に接続片の幾何学的形状によって
、例えば内側コンテナ又は外側コンテナに対する接続片のオーバーサイズによって決まる
。所与の圧縮から生じる法線力は、さらに、接続片の材料に応じて変わる。
【０００９】
　好ましくは、接続片は、外側コンテナが内側コンテナに接続されるときに外側面又は内
側面に接触する１つ又は複数の可撓性セクションを有する。可撓性セクションは、一方で
は、外側コンテナが内側コンテナに十分に堅固に締結されることで、内側コンテナから意
図せず取り外されないが、他方では、外側コンテナを内側コンテナから取り外すために大
きい力も必要ではないように寸法決めすることができる。保持力を変更するとき、例えば
内側コンテナの形状を変えるときに接続片全体を設計し直す必要はない。可撓性セクショ
ンの寸法のみを変更すれば十分であり、これは、変更の費用を簡略化する。ここで、可撓
性セクションの数も任意に選択することができる。１つの可撓性セクションが外側コンテ
ナを内側コンテナに堅固に締結するのに十分ではない場合、複数の可撓性セクションを設
けることができる。可撓性セクションは、長手方向軸に対して軸方向にオフセットするこ
ともでき、それによって、内側コンテナの位置を、外側コンテナに対して一意に規定する
ことができる。加えて、可撓性セクションは、内側コンテナに対して作用する法線力を規
定するばねを備えることができる。
【００１０】
　可撓性セクション（単数又は複数）は、径方向周囲リブとして構成される場合に好まし
い。外側コンテナへの内側コンテナの挿入時に、リブは曲がり、それによって、リブは、
外側屈曲半径では引っ張られて、内側屈曲半径では圧縮して装填される。リブはしたがっ
て圧縮されるだけではない。リブにおいて作用する応力条件に起因して、外側面に対して
作用する法線力が生成され、これによって、外側コンテナが内側コンテナに締結される。
【００１１】
　「径方向周囲」という語句は、外側コンテナが内側コンテナに締結されるときに、リブ
が閉じ、その表面全体にわたって内側コンテナに接触することを意味するものと理解され
るべきである。このように、リブが外周全体にわたって内側コンテナに接触することが確
実となり、それによって、法線力及び保持力が、内側コンテナの周囲にわたって均一に作
用する。これらの力に起因して内側コンテナにおいて誘発される応力は、結果として均一
に分散されるため、応力スパイク及び応力勾配が回避される。内側コンテナへの損傷は大
きく回避される。
【００１２】
　代替的に、可撓性セクションは、セグメント化されたリブとして構成される。径方向周
囲と比較して、閉じたリブ、この構成では、長手方向軸に対して同じ位置を有するが、外
周にわたって均一に分散されることができるより多くのリブが設けられる。これに関して
、複数の材料のない開口が作られ、それによって、材料を節減することができる。外側コ
ンテナへの内側コンテナの挿入も、周囲リブと比較して容易になるが、これは、内側コン
テナと外側コンテナとの間に位置する空気が開口を通って逃げることができ、その結果、
中間のスペース内の空気が圧縮されないことを理由とするものである。２つのコンテナを
分離するときにも同じことが当てはまるが、これは、内側コンテナと外側コンテナとの間
で真空圧力が生成されないことを理由とするものである。
【００１３】
　１つの好ましい改良形態では、接続片は、可撓性プラスチック、特にエラストマから作
られる又はこれを含む。例えば、エラストマは熱可塑性エラストマ、特に熱可塑性ゴム（
ＴＰＲ）であるものとすることができる。プラスチックの場合、接続片の可撓性及び硬さ
を、既存の要件に適合させることができる。可撓性及び硬さは、一方では、外側コンテナ
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を取り扱い中に典型的な荷重下で内側コンテナに確実に締結することができ、他方で、ユ
ーザが、あまりに高い力を使うことなく、また、内側コンテナへの損傷のリスクなく、外
側コンテナを内側コンテナから取り外すことができるように選択される。硬さ及び可撓性
の個々の調整機能に起因して、プラスチック及び特にエラストマは、接続片を準備するた
めに選択される材料である。さらに、接続片と内側コンテナとの間の摩擦、及びそれゆえ
に作用する保持力は、接続片の可撓性又は硬さによって設定される。
【００１４】
　外側コンテナは、プラスチック、特に熱可塑性物質から作られる又はこれを含むことが
好ましい。さらに、プラスチックの特性の個々の調整機能は、外側コンテナの材料として
のその使用を表す。例えば、プラスチックの色は、高い費用を払うことなく変更すること
ができる。彫刻、例えば会社ロゴも容易に実現することができる。加えて、プラスチック
は概して、比較的低い熱伝導率を呈するため、プラスチックの使用は、内側コンテナ内の
温かい液体の断熱に寄与し、ユーザが、やけどのリスクなく飲料容器を把持することを可
能にする。ガラスとは対照的に、プラスチックは通常、脆弱ではないため、飲料容器が床
に落下する場合に外側コンテナが内側コンテナを損傷から保護する。特に、接続片が外側
コンテナ及び内側コンテナを接続するために外側コンテナの内側面と相互作用する場合、
内側面には、内側面の粗さを高めるために、規定された構造を既に設けることができる。
これは、内側コンテナと外側コンテナとの間の接続を強化する。
【００１５】
　ここで、接続片は有利には、外側コンテナにわたって射出成形することによって形成さ
れる。成形は、射出成型方法によって実施することができるため、接続片と外側コンテナ
との間の接続部を簡単に作ることができる。代替的には、接続片は、摩擦嵌めによる取り
付け又は外側コンテナ上のクリップ等、単に機械的に締結することができる。接続片は結
合させることもできる。接続部の選択は、特に、外側コンテナの材料に応じて変わる。こ
こで、外側コンテナの材料として、好ましくは熱可塑性物質、例えばポリプロピレンが使
用されるが、これは、射出成型に関連して、外側コンテナと接続片との間の安定した接続
部を簡単に作ることができることを理由とするものである。
【００１６】
　本発明による飲料容器の１つの好ましい構成では、外側コンテナは、本質的に筒状の第
１のコンテナセクション及び本質的にディスク形状の第２のコンテナセクションを備える
。「本質的に」という語句の使用は、第１のコンテナセクション及び第２のコンテナセク
ションの成形が、「筒状」及び「ディスク形状」の厳密な形状の定義から幾分逸脱するこ
ともできることを意味するものと理解されるべきである。接続片が外側コンテナにわたっ
て同じ射出成形法で成形される場合、これは、外側コンテナを射出成形工具から取り出す
ことをより難しくするアンダーカットを生成する。これらのアンダーカットは、外側コン
テナの２部構成によって低減することができるため、外側コンテナ及び射出成形される接
続片は、同じ射出成形工具において問題なく製造することができ、この工具から一緒に取
り出すことができ、それによって、製造プロセスは簡略化され、より経済的である。
【００１７】
　ここで、第１のコンテナセクション及び第２のコンテナセクションは、互いに溶接され
る場合に好ましい。この方法は、外側コンテナに使用されるプラスチックを、熱可塑性材
料に概ね使用可能である溶接プロセスにおいて使用することができるときに想起される。
結合等の他の接合方法とは対照的に、溶接は、長持ちするとともに確実な接続につながり
、製造に関連する観点から実施するのも容易である。
【００１８】
　代替的な構成では、外側コンテナは金属から作られる又はこれを含む。外側コンテナの
材料としての金属の使用は、飲料容器に高品質の見た目及び感触を与えるという美的な理
由からのものであり得る。加えて、金属は非常に耐久性のある材料であるため、外側コン
テナは、かなりの摩耗の兆候及び裂け目が目に見えることなく、非常に長期間にわたって
頻繁に使用することができる。金属はまた、それ自体が、高温耐性及び酸／塩基耐性並び
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に高熱衝撃耐性によって材料として区別されるため、高温の、比較的攻撃的な洗浄剤を用
いた頻繁な洗浄でさえも、外側コンテナに対して目に見える影響を有しない。この構成は
、特に、レストラン産業における使用に好適である。外側コンテナは、金属から完全に又
は部分的に作ることができる。例えば、外側コンテナをプラスチックから製造し、外側コ
ンテナに金属コーティングを設けることが可能である。金属は、クリップ又はコネクタに
よって接続片を外側コンテナに接続するのに特に適している。
【００１９】
　内側コンテナは、ガラス、磁器、プラスチック若しくは金属から作られる又はこれを含
むことができる。ガラスの利点は、その透明性であるため、ユーザは、どれだけの飲用液
体が依然として飲料容器に入っているかを容易に確かめることができる。ガラスは、レス
トラン産業におけるサービススタッフにも利点を提供する。化学物質に対するその高い抵
抗は、ガラスに、特に洗浄プロセスにおける利点を与えるが、これは、衛生上の理由から
レストラン産業において必要とされ得る、より厳しい洗浄剤さえも使用することができる
ことを理由とするものである。ガラスは本質的に不活性であるため、飲用液体からの成分
を吸収せず、液体に何も発しない。これに関して、ガラスは、風味が中立である効果を有
する。磁器は、透明性を除いて、ガラスと同じ利点を有する。金属及びプラスチックの利
点は、外側コンテナに関連して既に述べた。
【００２０】
　１つの有利な構成では、接続片は、内側コンテナと外側コンテナとの間に中間のスペー
スが形成されるように構成される。中間のスペースに起因する外側コンテナと内側コンテ
ナとの間の増大したスペース及び結果として生じる低減した熱伝導のみに基づいて、ユー
ザは、内側コンテナが温かい液体で満たされるときに飲料容器を確実に把持することもで
きる。上記で既に述べたように、不動の空気は比較的良好な断熱材であるため、中間のス
ペース内の空気は、温かい液体に、外側コンテナからの良好な断熱を提供する。その結果
、内側コンテナから外側コンテナへの熱伝導が低減するため、ユーザは、自身の皮膚をや
けどするリスクなく飲料容器に触れることができる。より気密であるほど、接続片は中間
のスペースを封止し、より少ない熱が内側コンテナから消散され、又は、内側コンテナに
供給され、したがって、より長く液体の温度が維持され、これは特に、接続片が内側コン
テナを完全に囲んで中間のスペースを封止するときに実現される。
【００２１】
　ここで、外側コンテナは、その壁を通る穴を有することができる。これは、中間のスペ
ースと周囲との間の空気の交換を保証する。これは、特に可撓性セクションが径方向周囲
リブとして構成されるときに、空気の圧縮及び真空圧力の形成を防止するために、外側コ
ンテナを内側コンテナに接続する及び外側コンテナを内側コンテナから分離するプロセス
に重要である。
【００２２】
　有利には、接続片は、外側コンテナを挿入することができる凹部を有する。凹部は、接
続片が外側コンテナに対して一意に位置決めされることを確実にする。外側コンテナの対
応する位置は、凹部に対してオーバーサイズを有することができるため、摩擦係合した差
し込み接続部を、外側コンテナと接続片との間に設けることができる。接続片を外側コン
テナに対して一意に位置決めする能力のために、突起は、接続片を外側コンテナに接続す
るときに、連続生産におけるずれを可能な限り小さく保つことに役立つ。
【００２３】
　本発明による飲料容器の１つの改良形態では、内側コンテナの壁は、飲用液体を満たす
とともに注ぐための開口を有し、長手方向軸に対して、異なる直径を有する２つ以上のセ
グメントを有し、第１のセグメントは第１の直径を有し、第２のセグメントは、第１の直
径よりも小さい第２の直径を有し；第１のセグメントは、長手方向軸に沿って開口に対し
て第２のセグメントの前に配置され、接続片は、第２のセグメントにおいて外側面と相互
作用する。この文脈では、「セグメント」は、内側コンテナのセクション又はエリアであ
るものと理解される。第１のセグメントから第２のセグメントへの遷移部において、内側
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コンテナがこの改良形態ではテーパ状になるため、そこで段差が作られ、内側コンテナが
外側コンテナに挿入されるときに、段差に対して外側コンテナが接触する。外側コンテナ
は、段差に接触すると、内側コンテナに対して長手方向軸に沿って所望に応じて位置決め
される。このように、確実な接続を提供するために、内側コンテナを外側コンテナにどれ
だけ挿入しなければならないかに関するはっきりとした合図がユーザに与えられる。段差
の位置及び外側コンテナの長さはこの場合、好ましくは互いに調整されるため、外側コン
テナのディスク形状の第２のコンテナセクションと内側コンテナのベースとの間にスペー
スが残り、それによって、中間のスペースは、第２のコンテナセクションと内側コンテナ
のベースとの間にも延びる。このように、内側コンテナから外側コンテナへの、次に周囲
への熱伝導が大幅に低減されることが確実となる。これは、飲用液体、特に温かい飲料を
迅速に冷やす、冷えた又は良好な熱伝導特性を有するベースに、ユーザが飲料容器を置く
ことが起こり得るため、重要である。この冷却は、この改良形態では大幅に遅くなる。
【００２４】
　１つの好ましい代替形態は、壁が、第２のセグメントを越えて長手方向軸に沿って開口
に対して配置される、第３の直径を有する第３のセグメントを有し、第３の直径が第２の
直径よりも大きく、第１の直径よりも小さいという点で、それ自体が区別される。第２の
セグメントはしたがって、窪みにあり、より大きい直径を有するセグメントによって囲ま
れる。外側コンテナが内側コンテナに対して押し込まれると、接続片は、第３のセグメン
トにおいて最初に比較的強く変形するため、ユーザは、保持力を克服するとともに２つの
コンテナを互いに対してシフトさせるために、比較的高い力を内側コンテナ及び／又は外
側コンテナに対して軸方向に加えなければならない。外側コンテナが段差に接触する直前
に、接続要素の圧縮、したがって保持力が、外側コンテナが第２のセグメントに到達する
とすぐに低下するため、ユーザは、外側コンテナが内側コンテナに対して正しい位置に位
置付けられたという固有の合図を受け取る。逆の状況では、外側コンテナを内側コンテナ
から緩めるには、接続片が第３のセグメントによって押されるときにはより高い力が必要
とされる。増大した保持力は、例えばプラスチックが経年劣化して脆弱になり、したがっ
て、第２のセグメントにおいてもはや必要な保持力を生成することができないときに、外
側コンテナが内側コンテナから意図せず取り外されることを防止する。
【００２５】
　代替的な構成では、壁は、第２のセグメントを越えて長手方向軸に沿って開口に対して
配置される、第３の直径を有する第３のセグメントを有し、第３の直径は第２の直径より
も小さい。その結果、第３のセグメントにおいて、接続片は、第２のセグメントにおける
よりも厚くなく、又は、第３の直径の選択に応じて全く圧縮されない。内側コンテナを外
側コンテナに挿入するときに加えられる力はしたがって非常に小さく、接続片が第２のセ
グメントに到達すると大幅に増大する。このように、ユーザは、接続片が第２のセグメン
トと相互作用しているという合図も受け取る。逆に、外側コンテナは内側コンテナから容
易に取り外すことができる。
【００２６】
　本発明を、添付の図面を参照して好ましい実施形態を用いて以下で詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】組み付けられていない状態の、本発明による飲料容器の第１の実施形態を示す図
である。
【図２】組み付けられた状態の、本発明による飲料容器の図１に示されている第１の実施
形態を示す図である。
【図３】組み付けられた状態の、本発明による飲料容器の第２の実施形態を示す図である
。
【図４】組み付けられた状態の、本発明による飲料容器の第３の実施形態を示す図である
。
【図５】組み付けられた状態の、本発明による飲料容器の第４の実施形態を示す図である
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。
【図６】組み付けられた状態の、本発明による飲料容器の第５の実施形態を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１において、飲用液体、特に温かい飲料を貯蔵するための、本発明による二重壁飲料
容器１０１の第１の実施形態が、側断面図を用いて示されている。飲料容器１０１は、キ
ャビティ１６を包囲する壁１４を有する内側コンテナ１２を備える。壁１４は開口１８を
形成し、開口１８を通して、飲用液体がキャビティ１６内に満たされ、キャビティ１６か
ら注がれうる。開口１８は、飲み口縁２０によって囲まれる。さらに、壁１４は、外側面
２２を有し、飲料容器１０１の長手方向軸Ｌを画定する。
【００２９】
　図１に示されている実施形態では、内側コンテナ１２の壁１４は、第１の直径Ｄ１を有
する第１のセグメント２４１及び第２の直径Ｄ２を有する第２のセグメント２４２を有し
、第２の直径Ｄ２は、第１の直径Ｄ１よりも小さい。開口１８に対して、第２のセグメン
ト２４２は、第１のセグメント２４１を越えて配置される。直径Ｄは、外側面２２に関連
するべきであり、したがって、それぞれのセグメント２４の外径を表し、壁１４の肉厚を
含むものとする。２つのセグメント２４１と２４２との間の遷移部において、壁１４は、
長手方向軸Ｌに対してほぼ垂直に延びるため、段差２５が作られる。
【００３０】
　加えて、飲料容器１０１は、互いに堅固に接続される本質的に筒状の第１のコンテナセ
クション２８及び本質的にディスク形状の第２のコンテナセクション３０を有する外側コ
ンテナ２６を備える。接続部は、差し込み接続部として、又は、接着接続部として構成す
ることができる。しかし、２つのコンテナセクション２８、３０は好ましくはプラスチッ
クから製造されるため、使用されるプラスチックに応じて、接続部は溶接接続部としても
構成することができる。
【００３１】
　第１のコンテナセクション２８の開口端３２において、細部セクションＸにおいて拡大
して示されている接続片３４がある。接続片３４は、外側コンテナ２６を第１のセクショ
ン２８とともに挿入することができる凹部３６を有する。接続片３４によって囲まれる開
口端３２のエリアにおいて、第１のコンテナセクション２８における外側コンテナ２６は
、低減した壁の肉厚を有する（細部Ｘを参照のこと）。壁の肉厚は、段階的に、すなわち
、外側コンテナ２６の内側から一度及び外側から一度低減する。接続片３４は、摩擦嵌め
によって、又は、溶接若しくは結合等の他の接合方法によっても外側コンテナ２６に接続
することができる。代替的には、接続片３４を外側コンテナ２６に成形してもよい。
【００３２】
　接続片３４は、図示の実施形態では、径方向周囲リブ４０として構成されている可撓性
セクション３８を有する。「径方向周囲」という語句は、リブ４０が、上面図において、
リング状の形状を有し、破断部を有することなく構成されることを意味するものと理解さ
れるべきである。内側コンテナ１２は図１では一緒に示されているが、リブ４０は、組み
付けられていない状態、すなわち、内側コンテナ１２が外側コンテナ２６に接続されてい
ないときを呈する開始位置において示されており、これについては以下でより詳細に説明
する。
【００３３】
　図２には、本発明による飲料容器１０１の第１の実施形態が組み付けられた状態で示さ
れている。「組み付けられた状態」という語句は、外側コンテナ２６が内側コンテナ１２
に締結される状態を意味するものと理解されるべきである。外側コンテナ２６を内側コン
テナ１２に締結するために、内側コンテナ１２は、接続片３４が段差２５に接触するまで
、第１のコンテナセクション２８の開口端３２を通して外側コンテナ２６に挿入される。
ユーザは、実際に、内側コンテナ１２を外側コンテナ２６内にあまり深くは挿入しないこ
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とができるが、段差２５は、より確実な接続を保証するために、外側コンテナ２６を内側
コンテナ１２に対して軸方向に位置決めしなければならない方法について、望ましい方向
を促進するよう提示する。
【００３４】
　図１において分かるように、接続片３４から見て、リブ４０は、径方向内方に延び、及
び、開始位置では、長手方向軸Ｌに対して概ね垂直に延びる。リブ４０が内側コンテナ１
２を越えて径方向内方に突出し、すなわちオーバーサイズを有することが更に分かる。換
言すると、リブ４０の径方向内側端は、第２のセグメント２４２において壁１４の第２の
直径Ｄ２よりも小さいリブ内径Ｒを形成する。この結果として、内側コンテナ１２を外側
コンテナ２６に挿入する間に、リブ４０が外側コンテナ２６のディスク形状の第２のコン
テナセクション３０に向かって曲がり、その結果として、図２において分かるように、内
側コンテナ１２の外側面２２に部分的に接触することになる。このプロファイルは、最終
位置を指す。リブ４０及びその可撓性を生じる応力の関係に起因して、リブ４０はその開
始位置に戻ろうとする。このように、法線力が内側コンテナ１２の外側面２２に対して加
えられる。その結果として、外側面２２と、外側面２２に接するリブ４０の部分との間に
、長手方向軸Ｌに沿って作用し、外側コンテナ２６が内側コンテナ１２に着脱可能に取り
付けられることを確実にする保持力がある。保持力は、内側コンテナ１２を、段差２５に
接触するまで外側コンテナ２６に挿入するために、ユーザによって克服されなければなら
ない。
【００３５】
　第２の直径Ｄ２は、外側コンテナ２６の内径Ｄｉよりも小さいため、中間のスペース４
１が内側コンテナ１２と外側コンテナ２６との間に残る。
　保持力は、特に、接触面の特性、特にそれらの粗さによって、及び、リブ４０の可撓性
又は硬さの程度によって制御することができる。さらに、リブ４０の長さ及び厚さが保持
力にとって重要である。図示の例では、接続片３４は１つのみのリブ４０を有するが、２
つ以上のリブも設けることができ、これらは、軸方向にオフセットすることができ、必ず
しも径方向に閉じられず、その代わりにセグメント化することができる。
【００３６】
　外側コンテナ２６を内側コンテナ１２から取り外すには、２つのコンテナ２６を互いか
ら引き離す。
　内側コンテナ１２が外側コンテナ２６に挿入されるときに中間のスペース４１内の空気
が圧縮されることを防止するとともに、２つのコンテナ１２、２６を互いから外すときに
空気が真空圧力を形成することを防止するために、外側コンテナ２６に、外側コンテナ２
６を貫通する穴４４が設けられる。空気は、接続時には穴４４を通して中間のスペース４
１から押し出されることができ、分離時には中間のスペースに吸い込まれることができる
ため、接続及び分離プロセスを比較的小さい力で行うことができる。
【００３７】
　図３には、本発明による飲料容器１０２の第２の実施形態が、側断面図を用いて示され
ている。第１の実施形態１０１と比較して、内側コンテナ１２の壁１４は、第１のセグメ
ント２４１及び第２のセグメント２４２に加えて、開口１８に対して第２のセグメント２
４２を越えて配置される第３のセグメント２４３を有する。第３のセグメント２４３は、
第２の直径Ｄ２よりも大きいが第１の直径Ｄ１よりも小さい第３の直径Ｄ３を有する。第
２のセグメント２４２から第３のセグメント２４３への遷移部において、内側コンテナ１
２は別の段差４２を有する。第２のセグメント２４２はしたがって、より大きい直径Ｄを
有するセグメント２４によって囲まれる窪み４３を形成する。第１の実施形態１０１と比
較して、第２の直径Ｄ２はより小さいため、結果として、リブ内径Ｄｉもより小さく選択
され、リブ４０は、より大きい径方向範囲を有する（明示的には示されていない）。これ
は、保持力が、外側コンテナ２６を内側コンテナ１２に堅固に取り付けるほど十分に大き
いことを確実にする。
【００３８】
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　内側コンテナ１２を外側コンテナ２６に挿入するとき、第１の実施形態１０１と比較し
て、幾分異なる状況がユーザに提示される。第１の実施形態１０１では、リブ４０は、外
側コンテナ２６が段差２５に接触するまで内側コンテナ１２を挿入するときに克服される
同じ軸方向の保持力に本質的に常に抵抗を受けるが、保持力は、リブ４０のより強い曲げ
に起因して、第２のセグメント２４２におけるよりも第３のセグメント２４３においてよ
り大きい。ユーザはしたがって、リブ４０が第３のセグメント２４３から第２のセグメン
ト２４２に遷移するときに克服される保持力の比較的急激な変化を感じる。これは、ユー
ザにとって、外側コンテナ２６が段差２５にほぼ接触しており、したがってその提供され
る位置に到達しているというはっきりとした合図である。
【００３９】
　コンテナを取り外すとき、克服される保持力の逆のシーケンスが提示される。特に、リ
ブ４０は、付加的な段差４２にわたってガイドされなければならず、これは、力の著しく
増大した支出に関連する。付加的な段差４２、及び、より大きい第３の直径Ｄ３を有する
第３のセグメント２４３は、外側コンテナ２６が内側コンテナ１２から意図せず又は制御
不可能に取り外されることができないことを確実にする。
【００４０】
　図４には、本発明による飲料容器１０３の第３の実施形態が示されている。内側コンテ
ナ１２の壁１４は同様に、３つのセグメント２４１～２４３を有し、第３のセグメント２
４３の第３の直径Ｄ３は、第２のセグメント２４２の第２の直径Ｄ２よりも小さい。この
場合、第３の直径Ｄ３は、明示的には示されていないリブ内径Ｄｉよりも小さいため、リ
ブ４０は依然として第３のセグメント２４３においては曲がらず、したがって、ユーザは
保持力を克服する必要がない。リブ４０が第２のセグメント２４２に入るときにのみ、ユ
ーザは、外側面２２とリブ４０との間で作用する保持力を克服しなければならない。段差
２５への距離はこの場合もはや大きくないため、外側コンテナ２６は、迅速に内側コンテ
ナ１２に接続することができ、内側コンテナ１２から取り外すことができる。
【００４１】
　全ての場合に、直径Ｄ１、Ｄ２及び／又はＤ３は、関連するセグメント２４１～２４３

内で一定のままであるため、セグメント２４１～２４３は円筒形である。代替的には、直
径Ｄ１、Ｄ２及び／又はＤ３は、セグメント２４１～２４３のうちの１つにおいて変化す
ることができるため、セグメントは、例えば、円錐台の形状を有する。明らかに、内側コ
ンテナは、３つ以上のセグメント２４を有することができる。加えて、外側コンテナ２６
は、異なる直径を有するセグメントも備えることができる。
【００４２】
　全ての場合に、段差２５の位置は、中間のスペース４１が第１のコンテナセクション２
８と内側コンテナ１２との間だけではなく、第２のコンテナセクション３０と内側コンテ
ナ１２との間にも形成されるように、外側コンテナ２６の長さに調整される。その結果、
外側コンテナ２６及び内側コンテナ１２には接続片３４のみが接触する。
【００４３】
　図５には、本発明による飲料容器１０４の第４の実施形態が示されており、内側コンテ
ナ１２の壁１４は、直径の変化及びセグメントを有しない。その結果、ユーザは、内側コ
ンテナ１２が第２のコンテナセクション３０に接触するまで、外側コンテナ２６を内側コ
ンテナ１２に対して自由に軸方向に位置決めする。この実施形態では、段差２５がないこ
とに起因して、中間のスペース４１が同様に第２のコンテナセクション３０と内側コンテ
ナ１２との間に形成されることが保証されない。
【００４４】
　図６には、本発明による飲料容器１０５の第５の実施形態が示されており、これは、図
３に示されている第２の実施形態１０２と概ね同じである。しかし、第２の実施形態とは
対照的に、第５の実施形態１０５では、接続片３４は、内側コンテナ１２の窪み４３に配
置されている。接続片３４は、特定の量の弾性を有することができるため、好適な工具を
用いて、内側コンテナ１２の第３のセグメント２４３にわたって窪み４３内に押し込まれ
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うる。リブ４０は外方を指し、次に、外側コンテナ２６が内側コンテナ１２に接続される
と、外側コンテナ２６の内側面４６と相互作用する。飲料容器１０１～１０４の他の実施
形態におけるリブ４０は、外側コンテナ２６を内側コンテナ１２に接続するために飲料容
器のベースに向かって傾いているが、飲料容器１０５の第５の実施形態では、開口１８に
向かっている。
【符号の説明】
【００４５】
　１０、１０１～１０５…飲料容器、１２…内側コンテナ、１４…壁、１６…キャビティ
、１８…開口、２０…飲み口縁、２２…外側面、２４、２４１～２４３…セグメント、２
５…段差、２６…外側コンテナ、２８…第１のコンテナセクション、３０…第２のコンテ
ナセクション、３２…開口端、３４…接続片、３６…凹部、３８…可撓性セクション、４
０…リブ、４１…中間のスペース、４２…付加的な段差、４３…窪み、４４…穴、４６…
内側面、Ｄ…直径、Ｄ１…第１の直径、Ｄ２…第２の直径、Ｄ３…第３の直径、Ｄｉ…内
径、Ｌ…長手方向軸、Ｒ…リブ内径。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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